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豊 田 市 業 務 委 託 契 約 約 款 

（総則） 

第１条 甲及び乙は、この契約書に基づき、別冊の設計書、仕様書及び図面（以下「設計図書」という。）に従い、日本

国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しな

ければならない。 

２ 乙は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の契約期間内に完了し、契約の目的物（以下「成果

物」という。）がある場合にあっては、その成果物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。 

３ 甲は、業務に関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、当該指示に従い業務を行わなけ

ればならない。 

４ 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業

務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

５ 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても同様とす

る。 

６ 乙は、業務を処理するにあたり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければ

ならない。 

７ この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等は、書面により行わなければならない。 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

９ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法

律第５１号）に定めるものとする。 

11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法

律第４８号）の定めるところによるものとする。 

12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

13 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

 （委託業務届出書） 

第２条 乙は、業務に着手したときは、直ちに委託業務届出書を甲に提出しなければならない。 

 （契約の保証） 

第３条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第４号の場合に

おいては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証

金欄に免除と記載されているときは、本条は適用しない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業

会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証 

（３）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（４）この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」という。）は、契約金額 

（単価契約の場合にあっては、契約金額に予定数量を乗じた金額（第１２条第３項第１号において「予定契約総額」と

いう。）とする。）の１０分の１以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供とし

て行われたものとし、同項第３号又は第４号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額（単価契約の場合にあっては、契約金額に予定数量

を乗じた金額）の１０分の１に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請

求することができる。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、

甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権

その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （著作権の譲渡等） 

第５条 乙は、成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以下「著作物」と
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いう。）に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をい

う。）を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。 

２ 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することが

できる。 

３ 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更す

ることができる。 

４ 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するとき

は、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由

に改変することができる。 

５ 乙は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾し

た場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表すること

ができる。 

６ 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第１０条第１項第９号に規定するプログラムの著

作物をいう。）及びデータベース（著作権法第１２条の２に規定するデータベースの著作物をいう。）について、乙が

承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

 （一括再委託等の禁止） 

第６条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

２ 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に委託業務下請承認願により甲の承認

を得なければならない。 

３ 甲は、前項の届出について、その下請負が不適当と認めるときは、乙に対しその下請負を中止し、又は変更させるも

のとする。 

 （特許権等の使用） 

第７条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」と

いう。）の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただ

し、甲がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存

在を知らなかったときは、乙は、甲にその使用に関して要した費用を請求することができる。 

 （監督員） 

第８条 甲は、乙の行う業務について、自己に代わって監督し、又は指示する監督員を定めることができる。 

 （業務担当責任者等） 

第９条 乙は、業務担当責任者を定め甲に届け出なければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

２ 甲は、業務担当責任者又は乙の使用人若しくは第６条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者が

その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示して交替を求めることができる。 

 （契約変更又は一時中止） 

第１０条 甲は、必要がある場合には乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくはこれを打ち切

ることができる。この場合において契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれ

を定めるものとする。 

２ 前項の場合において乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額は甲乙協議して定める。 

３ 乙は、天災地変等乙の責に帰することができない正当な理由により、契約期間内に業務を完了することができないと

きは、甲に対して遅滞なくその理由を付し契約期間延長願により、契約期間の延長を申し出ることができる。 

４ 甲は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、契約期間の

延長を認めることができる。 

（事情変更による業務委託料の変更) 

第１０条の２ 甲又は乙は、履行期間内で契約締結の日から１２か月を経過した後に、この契約締結時において予想する

ことのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により、物価又は賃金に著しい変動を生じ、そのため契約金額が著し

く不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約金額を変更することができる。 

 （損害賠償） 

第１１条 乙は、業務を行うにつき他に損害を与えるおそれがあるときは、自己の費用をもって必要な予防措置を講じな

ければならない。 

２ 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害は、乙の負担とする。 

３ 乙は、天災その他不可抗力によって損害が生じたときは、事実発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならな
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いものとし、この場合の損害は、乙の負担とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、その損害の原因が乙の善良なる管理者としての注意を怠らず、又は損害の防止に適切な

措置をしたと認められるにもかかわらず発生したものであるときは、乙は甲にその損害の一部負担を求めることができ

るものとし、損害額の算定及び負担割合等は、甲乙協議して定める。 

 （甲の解除権） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、こ

のため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。 

（１）乙の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。 

（２）乙が契約の重要な事項に違反したとき。 

（３）乙が契約履行について不正行為をしたとき。 

（４）乙が契約履行上必要とされる資格の取り消し、又は停止を受けたとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると

認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、

甲は、既履行部分に対する契約代金相当額を乙に支払うものとする。 

３ 第１項の規定により契約を解除されたときは、乙は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額の

１０分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）単価契約 予定契約総額。ただし、既履行部分について検査に合格した部分がある場合は、予定契約総額から当該

部分に相応する額を控除した金額 

（２）長期継続契約 契約を解除した日の属する年度の金額 

（３）その他の委託契約 契約金額 

４ 前項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲

は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

５ 甲は、契約を解除するときは契約解除通知書によりその旨を乙に通知しなければならない。 

（談合その他不正行為に係る解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することがで

きるものとし、このため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。 

（１）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規定による

命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第６５条又は第６７条の規定による審決（独占禁

止法第６７条第２項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。）を行い、当該審決が確

定したとき（独占禁止法第７７条第１項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 

（４）乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第７７条第１項の規定によ

り当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は

独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（６）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した

場合に適用する。 

３ 前条第２項及び第５項の規定は、第１項又は第２項の規定による契約の全部又は一部の解除について準用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、こ

のため乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。 

（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人

並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあっ

てはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちなが
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ら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。)がいると認められると

き。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は運営に実質的に関与している

と認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関

与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与して

いる法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認め

られるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなど

していると認められるとき。 

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した

場合に適用する。 

３ 甲は、前２項の規定により契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。 

４ 前項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければな

らない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

５ 第１２条第２項及び第５項の規定は、第１項又は第２項の規定による契約の全部又は一部の解除について準用する。 

 （談合その他不正行為に係る賠償金の支払い） 

第１５条 乙は、この契約に関して、第１３条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにか

かわらず、賠償金として、第１２条第３項各号に規定する金額の１０分の１に相当する額を甲が指定する期限までに支

払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、同項第１号から第４号までの規定のうち、排除

措置命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和

５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙

に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

３ 前２項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければ

ならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とす

る。 

(長期継続契約の変更等) 

第１５条の２ 甲は、長期継続契約を適用した契約について、翌年度以降の甲の歳入歳出予算における当該契約の契約金

額に減額又は削除があったときは、当該契約を変更し、又は解除することができる。 

（乙の解除権） 

第１６条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（１）第１０条の規定により、委託業務内容を変更したため契約金額が３分の２以上減少したとき。 

（２）第１０条の規定による委託業務中止の期間が、当初の契約期間の３分の２（契約期間が３０日以下の場合にあって

はその契約期間）を超えたとき。 

（３）甲の責めに帰すべき理由により、契約の履行が不能となったとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、単価契約の場合にあっては、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

（１）甲がこの契約について重大な違反をし、当該違反により契約の履行が不能となったとき。 

（２）甲の責めに帰すべき理由により、契約の履行が不能となったとき。  

３ 前２項の場合において、乙に損害が生じたときは乙は甲にその賠償を求めることができる。 

 （検査及び引渡し） 

第１７条 乙は、業務を完了したときは、直ちに甲に業務結果とともに完了届を提出しなければならない。 

２ 甲は、乙から前項の完了届を受理したときは、その日から１０日以内に検査を行わなければならない。この場合にお

いて、甲は、当該検査の結果を７日以内に乙に通知するものとする。 

３ 前項の検査に合格しないときは、乙は甲の指定する期間内に補正しなければならない。 

４ 乙は、前項の補正をしたときは、直ちに補正完了届を提出しなければならない。この場合における再検査については、
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第２項の規定を準用する。 

５  第２項及び前項の検査によって業務の完了を確認した日をもって業務を完了し、若しくは成果物は甲に引渡しされた

ものとする。 

 （請求金額の支払） 

第１８条 乙は、前条第５項の規定による引渡し完了後請求代金の支払を請求するものとする。ただし、頭書において別

段の定めをした場合においては、この限りでない。 

２ 甲は、前項により所定の手続きに従って適正な請求書が提出されたときは、これを受理した日から３０日以内（その

末日が法令の規定により定められた金融機関の休日に当たるときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該

期間の末日とみなす。）に支払をしなければならない。 

３ 甲は、前項の支払を遅滞したときは、遅滞日数に応じ未払金額に対し年３．１パーセントの割合で計算した遅延利息

を支払うものとする。 

 （かし担保） 

第１９条 甲は、成果物の引渡しの後、当該成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補

を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第１７条第５項の規定による引渡しの日から起算して１年以内

に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることの

できる期間は１０年とする。 

３ 乙は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものである場合は、その記載

内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながら通知しなかった場合を除き、その担保の責めを負わない。 

 （履行遅延による違約金） 

第２０条 乙は、自己の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しなかったときは、遅延日数に応じ未履行部

分相当額に対し年３．１パーセントの割合で計算した違約金を甲に支払わなければならない。 

２ 第１７条第３項の規定により、甲が補正のため指定した期間は、前項の遅延日数として計算しないものとする。 

（妨害又は不当要求に対する届出義務） 

第２１条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求

（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方

法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、警察へ被害届を提出しな

ければならない。 

２ 甲は、乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められる場合は、豊田市の

調達契約からの排除措置を講ずることができる。 

 （契約外の事項） 

第２２条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、豊田市契約規則の定めるところによるほか、そ

の都度甲乙協議して定めるものとする。 

 

 


